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Ⅰ．計画策定の基本事項 

１．計画策定の趣旨 

近年、環境への関心がますます高まっている中で、一般廃棄物の適正な処理を確保することは、

私たちの生活に直結する最も身近な環境問題です。 

本町では、生活環境の保全と公衆衛生の向上の観点から、平成８年に「香春町一般廃棄物処理

基本計画」を策定し、この中でごみ処理に関する目標年次をおおむね 10 年から 15 年先におき、

実情に応じて改定や見直しを行ってきました。 

現在の計画期間は令和７年度までとし、一般廃棄物の処理に関する基本的な方針を掲げ、各種

施策を推進してきたところです。 

今回、香春町（以下「町」という。）における一般廃棄物処理方法の大きな変更点として、町内の

ごみ及びし尿処理に関する共同処理が香春町・赤村・大任町・添田町で構成される「田川郡東部環

境衛生施設組合」から田川地区８市町村で構成される「田川地区広域環境衛生施設組合」（以下

「組合」という。）へ移行されることになり、そのうち新たなごみ処理施設として令和６年度に「さくら

環境センター」が大任町に完成し、準備期間を経て令和７年４月より本格稼働を開始しました。 

このため、町内及び域内における一般廃棄物処理に関する状況変化を含めて各種数値などの

見直しを図り、今回新たな「香春町一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」（以下「本計画」という。）を策

定するものです。 

 

２．計画策定の位置づけ 

本計画は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第６条第１項に基づき策定するもので、町にお

ける一般廃棄物処理事業の最上位計画のうち、長期にわたる計画的なごみ処理の推進を図るため

の基本方針を示す「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」として位置づけるものです。 

また、組合が策定した「一般廃棄物処理基本計画」や「第５次香春町総合計画」、「第３次香春町

環境基本計画」等の上位計画と整合を図り、策定します。 

図-1 計画の位置づけ 

第５次香春町総合計画

ごみ処理基本計画 生活排水処理基本計画

第３次香春町環境基本計画

一般廃棄物処理計画

一般廃棄物処理実施計画（毎年度）
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３．計画の対象区域 

本計画の対象区域は、町全域とします。ただし、廃棄物の適正処理を広域で行っている観点から

組合、他市町村及びその他関係機関等との連携・協力を積極的に図ります。 

 

４．計画の期間 

本計画の計画目標年度は、令和7年度に別途策定する「香春町生活排水処理基本計画」と同様

とし、令和 8年度から１７年度までの 10年間を計画期間とします。 

中間見直しとして、概ね5年毎に改定を行うほか、各種関係法令や町の処理体系及び社会情勢

などが大きく変化した場合にも必要に応じて見直しを行うものとします。 

 

５．計画の適用範囲 

本計画の適用範囲は、図-2 に示す一般廃棄物のうち「ごみ」とします。 

 なお、本計画の対象外となる主な廃棄物は、表-1 のとおりとします。 

 

図-２ 計画の適用範囲 
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表-1 主な収集対象外の廃棄物の取り扱い 

区分 処理・処分先 

家電リサイクル対象物 

取り扱い小売店などの引き取り 

テレビ（ブラウン管、液晶、プラズマテレビ）、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯

機、衣類乾燥機、エアコン 

収集・処理困難物 

販売店、専門業者等に依頼 

タイヤ・ホイール、自動車・自動車部品、廃油・塗料、バッテリー、農機

具、ボタン電池・充電可能な電池（小型充電式電池・リチウムイオン電

池やニッカド電池）、または小型充電式電池が入っている機器、建設

廃材と考えられるもの・瓦（個人・事業者から出たごみ全て）、タキロ

ン（波板）、コンクリートブロック・レンガ・スレート、土砂・石・汚泥・灰・

セメント等（入れ物等に入っている場合を含む）、農薬・劇薬等、シン

ナー・ガソリン・灯油、電気温水器、太陽熱温水器、ボイラー、LP ガス

ボンベ・ドラム缶、ピアノ、消火器、耐火金庫、ステンレス製浴槽・流し

台、コンパネ、金属製のガス管・水道管、塩化ビニール管・マッサージ

チェア、ウォーターサーバー、農業用ハウスビニールほか 

※表中に示す義務品以外の家電製品やその他商品についても、収集対象外の一般廃棄物は個人

で小売店などへ引き取りをお願いして頂いていますが、最終的に引き取りができないものにつ

いては町で収集しています。  

出典：香春町ホームページ 
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６．計画の進行管理 

本計画では、Plan（計画の策定）、Do（施策の実行）、Check（評価）、Action（見直し）を行う 

ＰＤCAサイクルの概念を導入し、計画の進行管理を行うものとします。 

計画の進行管理の内容は表-2 に示すとおりとし、PDCA サイクルのイメージは図-3 に示す 

とおりとします。 

 

表-2 計画の進行管理 

項目 内容 

Plan （計画の策定） 本計画の「目標」や「施策」などを広く町民や事業者に周知する。 

Do （施策の実行） 本計画に基づいた実施計画を作成し、実行する。 

Check（評価） 計画の進捗状況を客観的に評価する。 

Action（見直し） 単年度単位での課題事項は、その都度改善する。 

本計画の前提条件に大きな変動があった場合は、本計画の見直しを 

行う。 

 

 

図-3  PDCAサイクルのイメージ 
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Ⅱ 地域の概況 

１．自然環境 

香春町は福岡県の東北部に位置し、北部は北九州市小倉南区、南部は赤村、大任町、東部は

京都郡みやこ町、西部は田川市、福智町に接しており、町域の6割強を山林が占め、町のシンボ

ルである香春岳をはじめ、森、川等の豊かな自然に恵まれた町です。 

 

図-4 香春町の位置 

   

 

 

出典：香春町観光協会ホームページ 
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２．気象概要 

町が属する筑豊地方（田川地区）の気象状況は、表-3及び図-5 に示すとおりです。 

なお、町内に観測所がないため、同じ田川地区に属する添田観測所を参考にします。 

 

表-3 気象状況 

【添田観測所】 

 平均気温（℃） 降水量 

（mm） 

平均風速 

（m/ｓ） 

日照時間 

（h） 日平均 日最高 日最低 

2020 年 15.7 21,2 11.2 2,477.0 0.6 1,656.1 

2021 年 15.9 21.4 11.3 2,192.0 0.6 1,594.7 

2022 年 15.7 21.2 11.2 1,776.5 0.7 1,918.5 

2023 年 16.2 21.8 11.8 2,090.5 1.0 1,862.0 

2024 年 16.8 22.1 12.6 2,269.0 1.0 1,862.6 

5 ヶ年平均 １６．１ ２１.５ １１.６ 2,161,0 0.8 １,７７８,８ 

出典：気象庁ホームページ 

図-5 月別平均降水量及び平均気温（過去 5年間） 

（平均降水量：mm）                                      （平均気温：℃） 
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３．社会環境 

 （1）人口、世帯 

① 人口・世帯数・世帯平均人員の推移 

本町の人口、世帯数及び世帯平均人員は図-6のとおりです。 

過去 10年間については人口、世帯平均人員は継続して減少していますが、世帯数は令和 

2年度を境に少しずつ減少しています。 

 

図-6 人口・世帯・世帯平均人員の推移 

（人口及び世帯平均人員：人、世帯数：世帯） 

 

参考：香春町ホームぺージ 
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② 年齢別人口構成数及び構成比 

町の年齢別人口構成数は表-4から表-6、構成比は、図-7から図-9 のとおりです。 

総数、男女別の人口比は、65 歳以上の人口構成比が全国及び福岡県に比べてかなり高

く、逆に生産年齢となる 15歳～64歳の比率がかなり低い状況となっています。 

表-4 年齢別人口構成数（男女） 

（単位：人） 

 15 歳以下 15 歳～64歳 65 歳以上 

全国 １５，０３１，６０２ ７５，０８７，８６５ ３６，０２６，６３２ 

福岡県 ６６７，１０７ ３，０３５，３２８ １，４３２，７７９ 

香春町 １，１３５ ４，８０７ ４，２４９ 

出典：総務省統計局 令和 2年国勢調査 

 

図-8 年齢別人口構成比（男女総数） 

（単位：%） 

 

出典：総務省統計局 令和 2年国勢調査 
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表-5 年齢別人口構成数（男性） 

（単位：人） 

 15 歳以下 15 歳～64歳 65 歳以上 

全国 7,700,036 38,008,577 15,640,968 

福岡県 341,127 1,490,234 599,590 

香春町 568 2,374 1,795 

出典：総務省統計局 令和 2年国勢調査 

 

図-9 年齢別人口構成比（男性） 

（単位：%） 

 

                                 出典：総務省統計局 令和 2年国勢調査 
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表-6 年齢別人口構成数（女性） 

（単位：人） 

 15 歳以下 15 歳～64歳 65 歳以上 

全国 7,３３１，５６６ 37,079,288 15,640,968 

福岡県 ３２５，９８０ 1,545,094 599,590 

香春町 56７ 2,４３３ 2,454 

出典：総務省統計局 令和 2年国勢調査 

 

図-8 年齢別人口構成比（女性） 

（単位：%） 

 

出典：総務省統計局 令和 2年国勢調査 
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（2）産業 

町の産業大分類別就業者数は、表-7 のとおりです。 

町の特徴としては、図-10 に示すとおり、第２次産業に従事する者が全国及び福岡県に比

べて割合が大きいことが挙げられます。 

 

表-７ 町内産業大分類別就業者の割合 

（単位：人） 

第 1 次産業就業者数 第２次産業就業者数 第３次産業就業者数 合計 

111 1,087 2,976 4,174 

出典：総務省統計局 令和 2年国勢調査 

【参考/主な産業】 

第１次産業：農業、林業、漁業等 

第２次産業：製造業、建設業、工業等 

第３次産業：商業、金融業、医療、福祉・教育等のサービス業、外食産業、情報通信産業等 

図-10 産業大分類別就業者の割合構成比 

（単位：%） 

 

出典：総務省統計局 令和 2年国勢調査 
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４．都市基盤 

（１）交通状況 

道路では、福岡市と行橋市を結ぶ国道 201 号線及び北九州市と久留米市を結ぶ国道 

322号線が交差し、福岡県道では町と八女市を結ぶ八女香春線、苅田町を結ぶ苅田採銅 

所線等、多くの主要道路が通っている交通の要衝です。 

  また、公共交通では鉄道は JR日田彦山線、平成筑豊鉄道、バスは西鉄バス、太陽交通 

が運行されており、町では居住する方をつなぐAI オンデマンドバス「かわらくバス」を運行 

しています。 

「かわらくバス」は、「自宅から停留所」「停留所から自宅」「停留所から停留所」までの運 

行ルートや到着時間等を予約が入った時点で瞬時にAI が判断し運行する乗合バスのこと 

です。 

 

    

（２）公共インフラの整備 

      町の主な公共インフラ整備の状況は表-8のとおりです。 

      一部世帯では、上水道ではなく井戸水が主に利用されています。 

また、町内に下水道は整備されておらず、し尿等の汚水処理については主に各住居や事 

業所等に設置される合併処理浄化槽による処理が行われています。 

 

表-8 主な公共インフラ整備状況 

施設名 内容 単位 数値 

道路 
実延長 m 165,345 

面積 ㎡ 954,416 

し尿 
処理人口 人 2,137 

年間総収集量 kl 4,362 

上水道等 給水人口 人 9,079 

下水道等 現在汚水処理区域内人口 人 7,569 

出典：福岡県市町村要覧 令和６年度版 
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（3）土地利用状況 

町の土地利用区分面積は表-9、その構成比は図-11 のとおりです。 

多くの面積を占める森林が一番多く、その後にその他、田、宅地の利用が多い状況と 

     なっています。 

  なお、町は全域が準都市計画区域に指定されています。 

 

表-9 土地利用区分 面積 

（単位：㎢） 

田 畑 宅地 森林 道路 河川等 その他 計 

4.０４ 0.66 3.41 28.91 2.21 1.17 4.10 44.50 

出典：令和 6年度土地利用動向調査（福岡県） 

 

図-11 土地利用区分面積 構成比 

（単位：%） 

 
出典：令和 6年度土地利用動向調査（福岡県） 
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Ⅲ ごみ処理の現状と課題 

１．ごみ処理の概況 

町のごみ処理は、表-10 のとおり一般廃棄物（家庭ごみ）に関する収集・運搬は個人・事業者に

よる一部の直接搬入を除いて町が事業主体となり、組合が許可した事業者に業務委託を行ってい

ます。 

なお、可燃ごみの焼却や資源ごみの中間処理および最終処分は、令和7年4月より本格稼働が 

始まった組合施設である「さくら環境センター」（表-11）で処理を行っています。 

 

表-10 ごみ処理の事業主体 

区分 収集・運搬 中間処理 最終処分 

可燃ごみ 
町 

組合 組合 
個人・事業者 

不燃ごみ 
町 

組合 組合 
個人・事業者 

資源ごみ 
町 

組合 組合 
個人・事業者 

粗大ごみ 
町 

組合 組合 
個人・事業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

表‐11 さくら環境センターの概要 

  ○エネルギー回収施設、不燃ごみ等処理施設、資源ごみ等処理施設 

田川郡大任町大字今任原 3888番 1 

  ○浸出水処理施設、埋立処分場 

    田川郡大任町大字今任原 825番地 3 

施設名 規模 型式・施設概要 竣工 

エネルギー回収施設 86t/日×２炉 全連続運転ストーカ方式 令和７年 ３月 

不燃ごみ等処理施設 13t/5h/日 破砕選別処理方式 令和７年 ３月 

資源ごみ等処理施設 

かん 1.94t/5h 
 
 
びん 3.52t/5h 
 
ペットボトル 
     0.92t/5h 
 
容器包装プラスチック 

     0.95t/5h 
 
紙類保管設備 
     5.94t/5h 
 
布類保管設備 

0.23t/5h 

磁選機、アルミ選別機 
金属圧縮機 
 
手選別コンベヤ 
 
手選別コンベヤ 
圧縮梱包機 
 
手選別コンベヤ 
圧縮梱包機 
 
 
 
 
 

令和７年 ３月 

さくら 
浸出水処理施設 

120 ㎥/日 

【水処理方式】 
カルシウム(重金属)除去+接
触ばっ気+凝縮沈殿＋高度
処理（砂ろ過・活性炭吸着）+
滅菌 

【汚泥処理】 
汚泥重力濃縮+機械脱水 

令和６年１０月 

さくら埋立処分場 

【総面積】 
96,359.6 ㎡ 

 
【埋立面積】 
14,875.5 ㎡ 

【埋立容量】 
134,625.0 ㎥ 

準好気性埋立 
遮水：二重シート方式 

令和７年 ３月 

出典：さくら環境センターパンフレット 
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２．ごみの分別区分と収集方法 

（１）ごみの分別区分 

    町の「家庭ごみ」は、表-12 のうち「（1）家庭ごみ収集、運搬」の区分にあるとおり、「可燃ご 

み」、「不燃ごみ」、「粗大ごみ」、「資源ごみ」に区分されます。 

そのうち「資源ごみ」は、「ペットボトル」、「空きびん」、「空きかん」、「新聞紙」、「雑誌・雑紙 

類」、「ダンボール」、「紙パック」、「布類」の８分別を行っており、合計 11 分別となっています。 

 

（２）ごみの収集、運搬方法 

     一般廃棄物のうち、町の「家庭ごみ」の収集方法はごみステーション方式を基本とし、町委

託業者が収集を行っています。 

なお、個人が直接処理施設であるさくら環境センターへ家庭ごみを搬入することも可能と 

なっています。 

「事業系ごみ」は、「② 事業系ごみ分別、収集方法」のとおり一般廃棄物収集運搬業許可 

業者が収集するごみと事業者が直接さくら環境センターへ搬入する２つに区分されます。 

 

表-12 ごみの分別区分と収集方法 

① 家庭系ごみ分別、収集方法 

分別区分 収集方法 排出方法 収集回数 

可燃ごみ ステーション・戸別 指定袋 ２回／週 

不燃ごみ ステーション・戸別 指定袋 １回／月 

資
源
ご
み 

ペットボトル ステーション・戸別 指定袋 １回／月 

空きびん ステーション・戸別 指定袋 １回／月 

空きかん ステーション・戸別 指定袋 １回／月 

新聞紙 ステーション・戸別 指定袋 １回／月 

雑誌・雑紙類 ステーション・戸別 指定袋 １回／月 

ダンボール ステーション・戸別 証 紙 １回／月 

紙パック ステーション・戸別 指定袋 １回／月 

布類 ステーション・戸別 指定袋 １回／月 

粗大ごみ ステーション・戸別 証 紙 ３回／年 

個人が処理施設へ

直接搬入 
個 人 

指定袋 

証 紙 

その他 

随 時 
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② 事業系ごみ分別、収集方法 

分別区分 収集方法 排出方法 収集回数 

可燃ごみ 

粗大ごみ 

(燃えるごみ) 

許可業者が契約により 

直接収集 
事業者施設 

許可業者との 

契約内容による 

事業者が処理施設へ 

直接搬入 

指定袋 

その他 
随  時 

 

 

3．ごみ処分フロー 

一般廃棄物に関するごみの処分は組合が管理するさくら環境センターが行っており、図-12

のとおり処理が行われています。 

 

図-12 ごみ処分フロー図 

さくら環境センター

最終処分場

中間処理後資源化焼却残渣 不燃残渣

さくら環境センター さくら環境センター さくら環境センター
直接資源化

焼却施設 可燃残渣 粗大ゴミ処理施設 ストックヤード

一般廃棄物（ごみ）

可燃ごみ 不燃・粗大ごみ 資源ごみ

資源ごみ集団回収
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４．ごみ排出量の現状と推移 

 

（１）ごみ排出量及び種類別推移 

ごみの総排出量及び種類別の推移は、表-１２のとおりです。 

ごみの排出量は徐々に減少しており、令和5年度は特に減少しています。これは、ごみ減少の一

因として町の人口減少による家庭からの排出量の変化も影響しているものと考えられます。 

ごみの種類別では、特に可燃ごみの比率が大きく、5 ヶ年平均で 85％程度となっています。 

表-１２ ごみ排出量と人口推移 

   

出典：一般廃棄物処理実態調査票及び香春町データ 
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（２）家庭系・事業系別ごみ収集量の推移 

家庭系ごみと事業系別のごみ収集量の推移表は、表-13 のとおりです。 

家庭系ごみ、事業系ごみの収集量は減少傾向にありますが、特に家庭ごみの収集量は年度に

よって大きく収集量が増減した年度があります。 

この結果を受けて、町民 1人当たりのごみ排出量（家庭系ごみ）および家庭系ごみに事業系ご

みを加えたごみ総排出量の増減も収集量と同じ特徴を示しています。 

 

表-13 家庭系・事業系別ごみ収集量の推移（集団資源回収を除く） 

                                 

出典：一般廃棄物処理実態調査票 
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（３）種別搬入による施設搬入量の推移 

委託収集、許可業者搬入、直接搬入量の推移は、表-１４のとおりです。 

（２）家庭系・事業系ごみ収集量の推移と同じ傾向ですが、各年度ともに 77％程度が家庭ごみ

を委託収集したごみの搬入となっています。 

 

表-１４ 収集・直接搬入量の推移（集団資源回収を除く） 

      

出典：一般廃棄物処理実態調査票 

 

【補足説明】 

委託：町が家庭ごみを許可業者に収集委託した量 

許可：一般廃棄物運搬許可を受けた業者が各事業所から収集したごみを搬入した量 

直接搬入：個人、事業者が直接処理施設にごみを持ち込んだ量 
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（４）資源ごみ収集量の推移 

資源ごみの収集量は表-15 のとおりです。 

全体の収集量は減少傾向となっています。多くの種別でごみの量はほぼ横ばいとなっています

が、ペットボトルやかんが多く、びん及び紙類（新聞紙・雑誌）は、減少傾向にあります。 

これは、びんは使用量の減少、紙類は古紙無料回収場所の増加やデジタル化による新聞や雑誌

購読者の減少が原因ではないかと考えられます。 

なお、紙パックは収集量がごくわずかであるため、収集実績に反映していません。 

 

表‐１５ 資源ごみ収集量の推移 

  令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和６年度 

ペットボトル 12t 11t 9t 12t １８ｔ 

びん 12t 8t 6t 8t ８ｔ 

かん 18t 18t 19t 19t ２２ｔ 

新聞紙 13t 9t 9t 7t ４ｔ 

段ボール 1t 1t 3t 3t ３ｔ 

雑誌 15t 16t 12t 8t ８ｔ 

紙パック 0t 0t 0t 0t ０ｔ 

布 71t 65t 61t 57t ５５ｔ 

合計 142t 128t 119t 114t １１８ｔ 

                                         出典：一般廃棄物処理実態調査票 
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（５）資源ごみ集団回収量の推移 

ごみ資源化に関する施策の一環として、平成 7年 4月より町に登録した団体（町内の公民館、

子ども会、地域団体/令和７年４月１日現在・41 団体）が新聞紙、雑誌、ダンボール、かん、ビールび

ん、一升びん等の回収を行った際に、町が回収量に応じて奨励金を交付する取組を実施していま

す。地域から回収した資源ごみの量は表-16、品目あたりの奨励金額は表-17 のとおりです。 

集団回収を行うための登録団体数は、令和 7年 4月 1日現在で 41団体となっています。 

特徴として、少子高齢化に伴う子ども会の減少や公民館など地域の担い手不足などにより、活

動を休止している団体が増加しており、このため活動した団体数も減少傾向にあります。 

これに伴い、地域におけるのべ実施回数および資源ごみ総回収量も年々減少しています。 

 

表-16 資源ごみ集団回収量等の推移 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

資源ごみ 

総回収量 
35t 35t 30t 28t 2３t 

地域における

のべ実施回数 
36 回 35 回 ３４回 33 回 ２９回 

回収活動 

団体数 
12 団体 9 団体 9 団体 10 団体 ８団体 

 出典：香春町データ 
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表-17 品目あたりの奨励金額（令和７年４月現在） 

品目 奨励金額（1kg あたり） 

紙類 5 円 

金属、ビン 15 円 

出典：香春町資源ごみ回収奨励金交付要綱 
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（６）資源化量とリサイクル率の推移 

資源ごみの資源化量とリサイクル率の増減は、表-18 のとおりです。 

リサイクル率は、この期間を見るとほぼ横ばいとなっています。 

 

表-18 資源化量とリサイクル率の推移 

  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

直接資源化 0t 22t 29t 40t 40t 

粗大ごみ処理施設 77t 68t ５１t 62t 6８t 

その他施設 

（ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ） 
141t 128t 119t 74t 7８t 

地域団体回収量 35t 35t 30t 28t 2３t 

資源化量計 253t 253t 229t 204t 20９t 

リサイクル率 7.9% 7.6% 7.3% 7.３% 7.８% 

                                                   出典：一般廃棄物処理実態調査票 
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（７）最終処分量及び最終処分率の推移 

最終処分量と最終処分率の推移は、表-1９のとおりです。 

最終処分量（埋立処分）及び最終処分率については年度により変動はありますが、近年増加傾

向にあります。 

また、最終処分量のうち、可燃ごみによる焼却残渣の割合が増加し、不燃ごみ及び粗大ごみの処

理残渣（不燃残渣）の割合が減少している状況です。 

 

表-１９ 最終処分量の推移 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

焼却残渣 3５１t 3６０t 36８t 3４２t ３５６t 

不燃残渣 １３６ｔ １３３ｔ １０７ｔ １１５ｔ ８６ｔ 

最終処分量 ４８７ｔ ４９３ｔ ４７５ｔ ４５７ｔ ４４２ｔ 

最終処分率 １５．３％ １６．３％ １５．１％ １６．２％ １６．６％ 

                                            出典：一般廃棄物処理実態調査票 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

５．ごみの減量及び再資源化に関する施策概要 

 

 ごみの減量及び再資源化の主な施策概要を以下に整理しました。 

（１）有料化の取り組み 

現在、町では家庭系一般廃棄物の排出に対して処理を有料化しており、手数料を表-20 のとお

り徴収しています。 

購入は町内の指定販売店で可能であり、排出者が指定袋及び証紙購入時に支払う料金をごみ

処理手数料として徴収しています。手数料額の変更については社会情勢等により必要に応じて改

定を行っています。 

事業系一般廃棄物は、収集運搬許可業者と各事業者が直接契約を行い、ごみ処理を行ってい 

  ます。 

 

表‐２０ 指定袋等に関する手数料（令和７年４月現在） 

種別 種類 手数料（消費税込み） 

可燃ごみ（もえるごみ専用袋） 
大 10 枚あたり 525円 

小 10 枚あたり 262円 

資源ごみ（可燃物）専用袋 

ペットボトル、新聞紙、雑誌類、紙パック、布類 

大 10 枚あたり 420円 

小 10 枚あたり 210 円 

資源ごみ（不燃物）専用袋 

びん、かん 

大 10 枚あたり 420円 

小 10 枚あたり 210 円 

不燃ごみ（もえないごみ専用袋） － 10 枚あたり 525円 

粗大ごみ（証紙） ※ － 10 枚あたり 420円 

※ 排出する粗大ごみ 1個に対し、10ｋｇの重量につき 1枚貼付する。 

       出典：香春町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例 第 24条別表第 1 

（2）資源回収団体奨励金 

   22 ページ「（５）資源ごみ集団回収量の推移」を参照して下さい。 

 

（3）家庭用使用済インクカートリッジの回収 

上記のカートリッジ回収のため、ジット株式会社と協力して町役場本庁玄関に回収箱を設置し、 

インクカートリッジ再生に取り組んでいます。 
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（4）ペットボトルキャップの回収 

役場本庁 1階にペットボトルキャップ回収ボックスを設置しています。 

回収したキャップは、図-1３のとおり飯塚市にあるイオン九州株式会社・イオン穂波ショッピングセ

ンターに持ち込み、再資源化に取り組んでいます。 

 

図-１３ イオン九州株式会社からの感謝状 

       

  

 

（５）町民への周知 

 図-1４のとおり広報かわらや香春町ホームページ、また香春町公式 LINE などを通じて、 

ごみ分別に関する情報や徹底、不法投棄の禁止などに関する情報提供を行っています。 

 

図-1４ 広報かわら、香春町公式 LINE 

      

出典：香春町 
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６．組織体制及びごみ処理経費 

 

（１）ごみ処理に関する組織体制 

町のごみ処理等に関する組織体制は、図-15 のとおりです。 

 

図-15 廃棄物行政の組織体制（令和７年４月現在） 

 

 

 

 

（２）ごみ処理経費の推移 

ごみ処理経費の推移は、表-21 のとおりです。 

町の総処理経費は令和２年度は1億9,354万7千円（１９３，５４７千円)となっていますが、令和

６年度は２億７,６４２万８千円（276,428 千円）と大幅に増加しています。これは新たなごみ処分場

の建設や整備に関する費用が増加したことが原因と考えられます。 

これに伴い、町民 1人あたりのごみ処理経費及び 1t あたりのごみ処理経費も期間当初と比較し

て大幅に増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町長 副町長 税務住民課長

町長 

生活環境係 
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表-２1 ごみ処理経費の推移 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

ごみ処理経費 １９３，５４７千円 ２００，７２１千円 １６９，５５１千円 ２９４，８０７千円 ２７６，４２８千円 

町民１人当たり

のごみ処理経費 
１７，９４３円 １８，８０５円 １６，１３２円 ２８，５８０円 ２７，７３２円 

ごみ 1t あたりの

ごみ処理経費 
６１，３０７円 ６７，２４３円 ５４，４３０円 １０５，８１７円 １０４，４３１円 

                                            参考：香春町各年度決算データ 
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７．ごみ処理の広域化 

 

福岡県では、平成 11 年に「福岡県ごみ処理広域化計画」の策定を行っており、香春町は田川ブロ

ック（田川地区 8市町村）に位置づけされています。 

田川地区は、これまで田川郡東部環境衛生施設組合(香春町、赤村、大任町、添田町)、田川地区

清掃施設組合（田川市、川崎町）、下田川清掃施設組合（糸田町、福智町）によりそれぞれごみ処理

を行っていましたが、各組合のごみ処理施設老朽化等の理由から、田川地区が共同して処理を行う

事業に取り組むことになりました。 

その後、令和３年４月１日に田川地区８市町村で構成される田川地区広域環境衛生施設組合が設

立され、この中で田川地区全体による循環型社会の実現と将来にわたって安定的なごみ処理を行う

べく、大任町に新たなごみ処理施設の建設が開始され、令和７年３月に完成、同年４月よりさくら環

境センター（図-16）として本格稼働が始まりました。   

これにより、現在は田川地区全体によるごみ処理の広域化が行われています。 

 

図-16 さくら環境センター 

 

出典：田川地区広域環境衛生施設組合ホームページ 
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８．ごみ処理の評価 

 

町のごみ処理に関する評価については、環境省が公表している「市町村一般廃棄物処理システム 

評価支援ツール」のうち、最も新しい資料により、本町と類似する全国自治体を対象に比較評価を行

いました。その結果は、図-17 のとおりです。 

抽出条件は人口が 10,000人～12,000人の町村とし、産業構造及び都市形態を考慮しました。 

  評価として、「人口 1人 1日当たりごみ総排出量」、「最終処分減量に要する費用」及び「人口 1人

当たり年間処理経費は類似団体と同程度の平均的な偏差値（赤色：偏差値 50）となっていますが、

「廃棄物からの資源回収率（RDF・セメント原料化等除く）」及び「廃棄物のうち最終処分される割合」

は下回っており、類似団体より資源回収率が低く、最終処分される割合が高い状況となっています。 

 

図-17 ごみ処理の評価結果 

 

表-22 指標説明 

指標 指数の見方 

循
環
型
社
会
形
成 

人口 1人 1日当たりごみ総排出量 指数が大きいほど、ごみ排出量は少なくなる。 

廃棄物からの資源回収率 

（ＲＤＦ・セメント原料等除く） 
指数が大きいほど、資源回収率は高くなる。 

廃棄物のうち最終処分される割合 
指数が大きいほど、最終処分される割合は 

小さくなる。 

経
済
性 

人口 1人当たり年間処理経費 
指数が大きいほど、1 人当たりの年間処理 

経費が少なくなる。 

最終処分減量に要する費用 指数が大きいほど、費用対効果が高くなる。 



32 

 

９．主な上位計画 

  

 (1)循環型社会形成推進基本計画 

国では循環型社会形成推進基本法に基づき、令和 6年 8月に「第五次循環型社会形成推進 

基本計画」が閣議決定されています。 

 
出典：環境省資料（抜粋） 
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（２）廃棄物処理法に基づく基本方針 

環境省では、廃棄物処理法に基づいて「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策 

の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」を平成 13年に定めており、令和 7年 

2 月に「第五次循環型社会形成推進基本計画」と整合する形で一般廃棄物に関するごみ排出量 

等について、下記のとおり目標値及び内容の改定が行われています。 

 

表-２３ 一般廃棄物に関する目標値 

区分 
現状値 

（令和 4年度） 

改定後目標値 

(令和 12年度) 

一般廃棄物の排出量 40百万 t 約 37百万 t 

1 人 1 日当たりの家庭系ごみ排出量 約 496g 約 478g 

一般廃棄物の出口側循環利用率 約 20% 約 26% 

1 人 1 日当たりごみ焼却量（追加） 679g 約 580g 

一般廃棄物の最終処分量 3.4 百万 t 約 3.2 百万 t 

出典：環境省資料（抜粋） 
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（3）福岡県廃棄物処理計画 

福岡県は、令和３年３月に「福岡県廃棄物処理計画」を策定しています。 

各計画との関係を下記の図に、福岡県が定める目標値を表-24 に示しました。 

 

                                                出典：福岡県廃棄物処理計画（抜粋） 

 

表-24 一般廃棄物の減量に関する目標(福岡県) 

区分 
目標値 

（令和 2年度） 

目標値 

(令和 7年度) 

ごみ総排出量 1,820 千 t １，６８１千 t 

1 人 1 日当たり家庭系ごみ排出量 538g 516g 

再生利用率（総排出量比） 23% 22% 

最終処分量 191 千 t 171 千 t 

出典：福岡県廃棄物処理計画（抜粋） 
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(4)第５次香春町総合計画 

  町では令和４(2022)年度から令和 13（2031）年度までの 10年間を計画期間とする「第５次

香春町総合計画」を策定しています。 

  この中の施策大綱で基本目標が３つ掲げられており、そのうち環境については「基本目標 1 暮

らしを守る 政策③ 自然環境を守るまち」にその内容が記載されています。 

  そのうち、ごみに関連する内容は、図-18のとおり「施策3-2 循環型社会」に町の現状や課題、

主な施策内容、まちづくり指標が記載されており、この指標を達成していくために必要な関連事

業について、成果目標や目標値を設定しています。 
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図-18 第５次香春町総合計画 ごみ処理関連部分 

 

 

出典：第５次香春町総合計画(抜粋) 
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(5)第３次香春町環境基本計画 

 

「(4) 第５次香春町総合計画」と同じく、令和４(2022)年度から令和 13（2031）年度までの

10年間を計画期間とする「第３次香春町環境基本計画」を策定しています。 

  この中の「第４章 環境像の実現に向けた取り組み」のうち、図-19 のとおり「1 地球環境 1-2 

循環型社会の形成と廃棄物の適正処理」にその内容が記載されており、現状や課題等が示され

ています。 
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図-19 第３次香春町環境基本計画 ごみ処理関連部分 

 

出典：第３次香春町環境基本計画(抜粋) 
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10．主な課題の整理 

 

 町のごみ処理行政に関する主な課題を下記のとおり整理しました。 

 

 (1)ごみ排出量の抑制と資源ごみのリサイクル 

  人口減少等に伴い、町のごみ排出量は減少傾向にあります。 

  ごみ排出量は今後も減少すると思われますが、大幅な減少は難しいと思われるため、町民に対

し地道な啓発活動等による排出量の減少を進めながら、別の方策を検討、実行していくことが必

要となることが課題です。 

  その中で資源ごみの収集量及び集団回収量、またリサイクル率が減少傾向にあることも課題で

す。ペットボトル等の再資源化が可能な品目について、よりリサイクル率を高めることやプラスチッ

ク品目の分別回収開始に関する検討を進めることで、ごみ排出量の減少につながると考えられる

ため、これらに対する対応も必要になると考えられます。 

 

(2)分別されていないごみ、不法投棄ごみへの対応 

  町は、町内に許可した場所に排出者がごみ集積を行うステーション方式によりごみを回収して 

いますが、排出者によるごみ分別が徹底されていないため、通常のごみ収集日に収集できない 

状況が散見されています。 

  また、同様に収集日以外でのごみ排出や他市町村からと思われる不法投棄も多く発生してお 

り、地域環境の悪化やごみステーションを管理する地元住民に大きな負担を強いる状況となって 

います。 

町では、監視カメラの設置や看板設置等により状況の好転に向けた取り組みを行っています 

が、これらの取り組みとともに排出者が適正にごみを出す意識の向上をより推進する方策が必要

と考えられます。 

 

(3)旧ごみ処理施設に関する課題 

  ごみ処理の広域化により、大任町にさくら環境センターが完成、本格供用が始まったことを受け 

旧田川郡東部環境衛生施設組合が管理運営する旧ごみ処理施設を今後廃止、解体するための 

必要な措置について、関係町村（赤村、大任町、添田町）と協議する必要があります。 
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Ⅳ ごみ処理基本計画 

 

  １．ごみ処理の基本理念 

 

町では、これまでの計画と同様に町内の廃棄物排出量の減少、また資源の有効活用を推進す

るため、下記のとおり基本理念を掲げます。 

また、基本理念を達成するための方策として、これまでと同様の基本方針を中心とし、循環型

社会（図-20）の構築を進めるよう、廃棄物に関する行政を進めます。 

 

 

図-20 循環型社会 

 

出典：環境省ホームページ(抜粋) 

 

 

－ 香春町 基本理念 － 

町民、事業者、町が一体となったごみの減量化と循環型社会の構築 
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2．ごみ処理の基本方針 

 町では、前述で示した基本理念に基づき、今後のごみ処理等に関する基本方針を以下

のとおり定めます。 

・ 基本方針１：ごみの減量化とリサイクルの推進 

 町民、事業者、町が協働して、ごみの減量化に取り組み、循環型社会を行うためのまちづく 

    りを推進します。 

 ごみの発生を抑制する「リデュース（Reduce）」ことはもちろん、使用済みの物を再利用す 

る「リユース（Reuse）」、使用済みの物を原材料として利用する「リサイクル（Recycle）」、３ 

Ｒ運動を推進します。 

 

・ 基本方針２：分別収集の徹底とごみの適正処理 

     ごみの発生抑制と資源としての有効利用の観点から、適正なごみの収集・運搬・処理を行う 

    ことで分別収集の強化と周知徹底に努め、プラスチック品目の分別収集について検討を進め 

ます。 

      また、野焼き等によるごみ焼却による不適正処理やごみの不法投棄防止対策推進のため、 

巡視パトロールや町民、事業者、町による監視体制の強化を図ります。 

 

・ 基本方針３：環境意識の向上と情報発信 

     町が処理するごみの分別収集や分別方法、町では処理できない処理困難物の処理方法 

   等、ごみの適正処理に関する啓発やごみの発生抑制、リサイクル、ごみの減量化に関する情報 

   を発信し、環境意識の向上に努めます。 

 

・ 基本方針４：町災害廃棄物処理計画の策定及び計画に基づく対応の実施 

     町災害廃棄物処理計画の速やかな策定とともに、計画に基づいた災害時のごみ処理等を

適切に対応できるよう検討していきます。 
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３．町人口とごみ排出量の将来予測 

（１）総人口の将来予測 

町総人口の将来予測は、図-21 のとおりです。 

令和 6年度及び 7年度はそれぞれの年度の４月１日現在の人口実数を記載し、令和 

8 年度以降は過去3年間の実績値から算出される減少率を参考に人口を推計しました。 

図-21 総人口の将来予測 

 

令和６年度実績値出典：香春町ホームぺージ 
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（２）ごみ排出量の推移予測 

町ごみ排出量の推移予測は、下記の表-25、図-22 のとおりです。 

町人口の将来予測のとおり、今後も人口減少が進むと推計されることから、これにあわせて 

ごみ排出量も緩やかに減少すると考えられ、計画最終年度である令和 17年度には、町全体の 

ごみ排出量を 2,０７４t と予測しています。 

表-２5 ごみ排出量の推移予測 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 

可燃ごみ 2,320t 2,２７４t 2,２２７t 2,１８１t 2,１３４t 

不燃ごみ １３１t １２９t １２７t １２５t １２３t 

資源ごみ １１８t １１３t １１１t １０９t １０５t 

粗大ごみ ７８t ７７t ７６t ７４t ７３t 

集団資源回収 ２３t ２３t ２３t ２２t ２２t 

合計 ２，６７０t ２，６１６t ２，５６４t ２，５１１ｔ ２，４５７ｔ 

 令和１１年度 令和 12年度 令和 13年度 令和 14年度 令和１5年度 

可燃ごみ 2,088t 2,042t 1,995t 1,949t 1.902t 

不燃ごみ １21t １19t １17t １15t １13t 

資源ごみ １02t 98t 95t 88t 84t 

粗大ごみ ７2t ７1t ７0t 69t 67t 

集団資源回収 21t 20t 20t 19t 18t 

合計 ２，40４t ２，350t ２，297t ２，240ｔ ２，184ｔ 

 令和１６年度 令和 1７年度 

可燃ごみ １，８５６t １，８１０t 

不燃ごみ １１１t １０９t 

資源ごみ ８０t ７４t 

粗大ごみ ６６t ６５t 

集団資源回収 １７t １６t 

合計 ２，１３０t ２，０７４t 

令和６年度実績値出典：一般廃棄物処理実態調査票 
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図-22 ごみ排出量の推移予測 

 

令和６年度実績値出典：一般廃棄物処理実態調査票 
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（3）家庭系・事業系ごみ及び町民 1人当たりのごみ排出量推移予測 

 家庭系・事業系ごみ及び町民 1人当たりのごみ排出量推移予測は表-26、図-23 のとおりで 

す。 

今後も人口減少が進むと推計されることから、これにあわせて家庭系ごみや事業系ごみ、ま 

た町民 1人当たりの排出量も年々緩やかに減少すると考えられ、計画最終年度である令和 17 

年度の家庭系及び事業系ごみの総排出量を 2,０５８t、町民 1人当たりのごみ総排出量（家庭 

系＋事業系ごみ）の合計を 697g と予測しています。 

表-２６ 家庭系・事業系別ごみ排出量の推移予測（集団資源回収量を除いた量） 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

家庭系ごみ 2,306t 2,256t 2,２１０t 2,１６５t 2,１１８t 

事業系ごみ ３41t 337t 3３１t 3２４t 3１７t 

合計 ２，647t 2,593t 2,５４１t ２，４８９t 2,４３５ｔ 

町民 1人当たり

家庭ごみ排出量 
６２６ｇ ６２５g 6２４g ６２４g 6２３g 

町民 1人当たり

ごみ総排出量 

（家庭系＋事業系） 

７１８ｇ ７１８ｇ ７１８ｇ ７１７ｇ ７１６ｇ 

 令和１１年度 令和１２年度 令和１３年度 令和１４年度 令和１５年度 

家庭系ごみ 2,０７３t 2,０２７t １，９８１t １,９３２ｔ １，８８５t 

事業系ごみ ３１０t ３０３t ２９６t ２８９t ２８１t 

合計 ２,３８３t ２,３３０t 2,２７７t ２,２２１t 2,１６６t 

町民 1人当たり

家庭ごみ排出量 
6２２g 6２１g ６１９ｇ ６１６g 6１３g 

町民 1人当たり

ごみ総排出量 

（家庭系＋事業系） 

７１５ｇ ７１４ｇ ７１２ｇ ７０８ｇ ７０５ｇ 

 令和１6年度 令和１7年度 

 

家庭系ごみ 1.839t 1,791t 

事業系ごみ ２74t ２67t 

合計 ２，113t ２，058t 

町民 1人当たり

家庭ごみ排出量 
６11g 607g 

町民 1人当たり

ごみ総排出量 

（家庭系＋事業系） 

７02ｇ 697ｇ 

令和６年度実績値出典：一般廃棄物処理実態調査票 
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図-23 家庭系・事業系別ごみ排出量の推移予測（集団資源回収量を除いた量） 

 

令和６年度実績値出典：一般廃棄物処理実態調査票 
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（４）資源ごみ収集量の推移予測 

資源ごみ収集量の推移予測は、下記の図-24 のとおりです。 

   全ての種類で排出量は減少傾向となっていますが、布類については特に減少幅が大きくなって 

います。 

 

図-24 資源ごみ収集量の推移予測 

 

                           令和６年度実績値出典：一般廃棄物処理実態調査票 
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（5）資源化量とリサイクル率の推移予測 

資源化量とリサイクル率の推移予測は、下記の図-２5 のとおりです。 

   ごみの排出量は減少傾向ですが、ペットボトルやかん・びんなどの分別収集の再徹底や新たに 

  稼働したごみ処理施設による資源化できるごみの回収量の増加などの再利用に関する取り組み 

が進むことを予想し、以下のとおりリサイクル率が緩やかに増加することを推測しています。 

 

図-25 資源化量とリサイクル率の推移予測 

 

令和６年度実績値出典：一般廃棄物処理実態調査票 
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（6）最終処分量の削減推移予測 

最終処分量との削減推移予測は、下記の図-26 のとおりです。 

   （５）に記載した資源リサイクル率の向上などに伴い、以下のとおり最終処分量は徐々に削減さ 

  れることを予測しています。 

 

図-26 最終処分量の削減推移予測 

 

令和６年度実績値出典：一般廃棄物処理実態調査票 
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４．数値目標 

 前項である「３．町人口とごみ排出量の将来予測」で示した内容に基づき、今回の計画に関する

数値目標を定めます。 

 

 (1)既定計画の進捗 

令和４年度に改定した「香春町ごみ処理計画」において、計画最終年度である令和７年度にお

けるごみ排出量等の目標値の策定状況は、下記に示す表-27 のとおりです。 

 

表-27 香春町ごみ処理計画目標値策定状況 

内容 計画目標値 令和 3年度比 令和３年度実績値 

ごみ排出量 2,537t 以下 15%以上削減 ３，０２０t 

リサイクル率 13.4%以上 5%以上上昇 7.6% 

最終処分量 246t 以下 50%以上削減 493t 

出典：香春町ごみ処理計画（令和４年度改定版） 

 

 

  上記の目標達成状況を比較するにあたり、一番新しい実績値である令和６年度と比較し、下記

に示す表-2８のとおり考察します。 

 

表-2８ 香春町ごみ処理計画目標値達成状況 

内容 
令和３年度 

実績値 

令和６年度 

実績値 

目標値 

達成状況 
現状 

ごみ排出量 ３,０２０ｔ 2,６７０t １１.６%削減 未達成 

リサイクル率 7.6% 7.８% 0.２%上昇 未達成 

最終処分量 493t 4４２t 10.4%削減 未達成 

令和６年度実績値出典：一般廃棄物処理実態調査票 

                                      目標達成状況は、小数点第２位を四捨五入 

 

【考察】 

 最新のデータである令和６年度実績値では、全ての項目で達成状況に対する目標値に大きく

及ばない結果となっており、計画年度末である令和７年度での目標達成は困難である可能性が

高いと考えられます。この結果に基づき、次に本計画の目標値について検討を行います。 
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(2)数値目標の設定 

今回の計画策定にあたって目標を設定するにあたり、前計画で策定した項目に関する目標 

値を達成できていない状況となっています。 

よって、今回新たな計画においても目標項目はそのままとし、今後の推定値を参考に目標の

内容や数値を見直します。 

 

 

今 期 目 標 

   ① ごみ排出量の削減 

      計画年度末までに町から排出されるごみ排出量を各目標年度において予測値より 

150t～18４ｔ削減させる努力を行います。 

 

   ② リサイクル率の向上 

      計画年度末までに町リサイクル率を各目標年度において予測値より 2.9%～5.2％ 

上昇させる努力を行います。 

 

③ 最終処分量の削減 

       計画年度末までに最終処分量を各目標年度において予測値より 40ｔ～60t 削減 

させる努力を行います。 
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(3)各項目の目標設定値 

 今後の推測値やこれまでの実績などを参考に、下記に示す表-２９のとおり各項目の中間目標

値および最終目標値を設定します。 

 なお、中間目標である令和 12年度に実績値を確認し、目標数値などの見直しを行います。 

表-29 削減目標 

   1) ごみ排出量削減 

単位 
実績値 見込値 中間目標 最終目標 

R3 R6 Ｒ７ Ｒ１２ Ｒ１７ 

予測値 

（ｔ/年） 
3,020 2,670 2,616 2,３５０ 2,0７４ 

目標値 

（ｔ/年） 
- - 2,500 2,200 1,89０ 

削減値 

(t/年) 
- - ▲116 ▲150 ▲18４ 

   2) リサイクル率 

単位 
実績値 見込値 中間目標 最終目標 

R3 R６ Ｒ７ Ｒ１２ Ｒ１７ 

予測値 

(%/年) 
7.6 7.８ 8.0 9.1 9.8 

目標値 

（%/年） 
- - 9.0 12.0 15.0 

上昇値 

(%/年) 
- - 1.0 2.9 5.2 

3) 最終処分量削減 

単位 
実績値 見込値 中間目標 最終目標 

R3 R6 Ｒ７ Ｒ１２ Ｒ１７ 

予測値 

(t/年) 
493 442 ４24 352 285 

目標値 

（t/年） 
- - 400 312 225 

削減値 

(t) 
- - ▲24 ▲40 ▲60 
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５．ごみ排出抑制のための取り組みに関する事項 

   前述した各項目の今期目標を達成するため、今後それぞれが実施に向けた努力、または検討

を行う取り組みについて示します。 

 

(1)家庭系ごみ排出抑制の推進 

町におけるごみの排出量は、今後も人口減が続き、減少傾向であることが予想されます。 

しかし、町から排出されるごみの中で特に割合が高い家庭系ごみの抑制が町から排出される 

ごみの減量に向けた大きな取り組みとなるため、今後も家庭から出るごみの減量に努める必要 

があります。 

 

【家庭系ごみ減量のため、引き続き町民が心がける必要がある行動】 

 使い捨て商品や過剰包装された商品の購入を控える。 

 マイバッグ、マイボトルを持参し、ごみの減量化に努める。 

 不用品の購入や排出は、バザーやフリーマーケットなどを積極的に活用する。 

 必要なものを必要なだけ購入し、食品の使い切りを心がける。 

 外食の際には、食べきれる量のメニューを選び、食べ残しを防止する。 

 

👉ここに注目！ 

☆ 52 ページ「１）ごみ排出量削減」で示したごみ削減値目標達成に必要な数値 

上記で示した目標達成のために必要な家庭系ごみの削減量を設定し、住民１人あたりの 

   削減目標を示すと以下のとおりになります。 

目標 

年度 

ごみ削減 

目標値 

（t/年） 

うち家庭ごみ 

削減目標値 

（t/年） 

対象年度 

町推定人口

（人） 

目標達成するためのごみ削減量 

年間（kg） 1 日あたり（g） 

１２年度 150 1３０ 8,944 1４.５ 40 

１７年度 184 1６０ 8,０８５ １９.８ ５4 

注 1）家庭ごみ削減目標値 

45 ページ・表－２6で示した家庭系、事業系ごみ排出量の予測割合に基づき、年あたり 

削減目標値全体量の 87%として計算し、各値は分かりやすいように一部調整 

 

 

 

 



54 

 

【数字を読み解く】 

最初に 1人あたりの年間削減目標を示します。 

町の可燃ごみ袋（大）はごみ袋の容量はおおよそ４２ℓです。1 袋に入る重量が約4㎏とした時、 

12 年度では 1人あたり年間 4袋、17 年度では年間５袋程度の削減が必要となります。 

次に、1 日あたりで考えてみます。 

令和12年度では1人がたまご 1個程度、17年度では6枚切り食パンのうち 1枚程度のごみを 

毎日削減できれば目標を達成することになります。 

 この結果から考えると、毎日の1人1人の小さな積み重ねが大きな成果を得ることが分かります。

そのためには、町民一人ひとりがごみの減量化を意識した行動が大切です。 

 

（２）事業系ごみ排出抑制の推進 

   事業系ごみは家庭系ごみと比べ排出量は少ない状況です。  

事業の内容によってごみの種類や量に違いがありますが、家庭系ごみの削減にあわせて 

それぞれがごみの減量に努める必要があります。 

 

【事業系ごみ減量のため、引き続き事業者が心がける必要がある行動】 

  簡易包装の推進やレジ袋、ワンウェイ(使い捨て)プラスチックの使用削減に努める。 

  製造や販売方法を見直し、食品ロスを削減します。廃棄物の発生を抑制するために、 

梱包用品の再使用化や梱包・包装の簡素化に取り組む。 

  製造や販売方法を見直し、量り売りなどを行うことにより、食品ロスの削減に取り組む。 

  飲食店では、 「30・10（さんまる・いちまる）運動」を推進する。(図-27) 

👉ここに注目！ 

（１）に続いて、目標達成のために必要な事業系ごみの削減量を設定し、現在の事業所数に 

変化がないものとして、１件あたりの削減目標を示すと以下のとおりになります。 

目標 

年度 

ごみ削減 

目標値 

（t/年） 

うち 

事業系ごみ 

削減目標値 

（t/年） 

事業所数 

（R7.12 月末） 

目標達成するためのごみ削減量 

年間（kg） 1 日あたり（g） 

１２年度 150 2０ 365 54.8 １50 

１７年度 184 2４ 365 65.8 180 

事業所数出典：香春町商工会調べ 

注 1）事業系ごみ削減目標値 

年あたり削減目標値全体量の 13%として計算し、各値は分かりやすいように一部調整 
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図-２7 30・10 運動チラシ 

 

                                           出典：福岡県ホームページ 

 フードバンク事業への理解と参加についての取り組みを推進します。 

※「フードバンク」とは？ 

事業者等で製造中に発生した印字ミスや規格外品、輸送中の破損等の様々な理由に 

より販売できなくなった食品をフードバンク団体へ提供し、フードバンク団体から子ども 

食堂や福祉施設等を通じて、必要とする方々へ無償で譲渡する活動を指します。 

            

出典：福岡県ホームページ 
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（３）再使用と再資源化の推進 

    限りある資源を大切にし、循環型社会の形成を進めるためには、ごみの発生を抑制する「リデ 

ュース（Reduce）」ことはもちろん、使用済みの物を再利用する「リユース（Reuse）」、使用済 

みの物を原材料として利用する「リサイクル（Recycle）」、３Ｒ運動について、さらなる取り組み 

を進める必要があります。 

 

【再利用と再資源化を継続して推進するため、引き続き心がける必要がある行動】 

  資源となる品物の排出は、地域で行われる廃品回収事業や店舗回収などを利用する。 

  簡易包装の推進やレジ袋、ワンウェイ(使い捨て)プラスチックの使用削減に努める。 

  古紙、布類、プラスチック製品の回収などを積極的に行い、リサイクル活動に協力します。 

  ３Ｒの推進によるごみの減量化、資源化に取り組みます。 

  事業所などから発生する空き缶、空きビン、ペットボトル、段ボールなどの分別を徹底し、 

ごみの再資源化や減量化を推進する。 

  プラスチック製品を回収するため、町民が直接持ち込むことができる拠点の整備を検討 

する。 

 

（４）町が行う啓発活動の推進 

町は上記に示した内容やごみの適正処理、リサイクル率のさらなる向上のためには、町民や事

業者がそれぞれ意識して取り組む必要があるため、広報、町ホームページやＳＮＳ等を利用した 

情報発信を行う。 

 

【循環型社会を啓発するための行動】 

  資源ごみを効率的にリサイクルするため、現在行っている分別収集（ビン、カン、ペットボト 

ル）をそれぞれ分別し、指定ごみ袋で排出することの徹底や食品廃棄物の削減に向けた取り 

組みの普及、啓発を行う。 

  香春思永館などでごみ分別に関する学習や３Ｒ運動の推進啓発を行い、家庭での意識 

向上に努めるよう、関係者等の意見を踏まえつつ、そのあり方について今後検討する。 
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６．ごみの適正な処理及びこれを実施するものに関する基本的事項 

 

（1）収集運搬計画 

① 基本方針 

     ごみの収集、運搬については、家庭系一般廃棄物は行政、事業所から排出される廃棄物は 

事業者自らがそれぞれ責任を負って処理するものとします。 

     また、引っ越し等に伴い、一時的に排出される臨時ごみ等についても排出者自らが責任を 

負って処理するものとします。 

② 家庭系一般廃棄物収集区域の範囲 

     収集区域は、香春町全域とします。 

 

③ 家庭系一般廃棄物収集、運搬の方法 

     行政が行う収集方法は、これまでと同様に町内を 10区域に分け、それぞれ割り当てた日程 

    により収集を行います。 

 

④ 家庭系一般廃棄物収集、運搬に関する施策 

     ア） 収集・運搬体制 

       現在のごみ収集・運搬は、住民の理解と協力を得てごみステーションへ排出し、収集・運 

搬を行っていますが、今後は人口減少、高齢化または行政区・組へ加入する住民が減少し 

ている事情を鑑み、それぞれに配慮した収集・運搬方法を検討する必要があります。 

       しかし、現在収集・運搬を委託している事業者の数や作業員数、または収集を行う車両 

数に限りがあり、収集場所の増加などを実施するには、それを補完するための事業費等の 

負担増や事業者との協議が生じることを考慮する必要があります。 

 

イ） 分別徹底の啓発・指導の継続 

       ごみステーションに排出されるごみの分別が不十分であると、それぞれの処理施設での 

適正処理に支障をきたすことになります。 

   令和 7年 4月にさくら環境センターが新たに稼働してからは、家庭系ごみのうち、かん・ 

びん、ペットボトルの分別、またびん、ペットボトルに付属しているふたやペットボトル周りに 

貼られているフィルムも分別してもらう取り組みを強化していますが、まだ時間があまり経 

過していないこともあり、分別が不十分なごみが多く残されている状況があります。 

このため、その他のごみも含めて、町広報や町公式LINEなどのSNSも活用し、適正な

分別に関する啓発や情報をよりきめ細かく町民や事業者に行っていくことを推進します。 
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（２）中間処理計画 

 ① 基本方針 

   中間処理は、収集・運搬されたごみの減量化、資源化、安定化を行い、最終処分場に対す 

る負担を軽減するために行われるものであり、ごみ処理の中でも重要な工程であるため、 

今後も安全かつ安定的に処理ができるよう、適切な方針を田川地区広域環境衛生施設組合 

及び関係市町村と協議しながら策定します。 

 

② 中間処理の方法 

町から排出される可燃ごみ、不燃ごみ、ペットボトル、びん・かん、紙類、布類、粗大ごみは 

本計画の１5ページ「Ⅲ ごみ処理の現状と課題 １．ごみ処理の概況 表‐１１ さくら環境セ 

ンターの概要」に記載している焼却施設、ストックヤード、粗大ごみ処理施設において適切 

に中間処理を行い、資源化されています。 

 

③ 中間処理に関する施策 

法令等に基づいた施設の適正な整備と維持管理について、施設を管理する田川地区広

域環境衛生施設組合及び関係市町村と協議し、随時実施します。 

 

（３）最終処分計画 

 ① 基本方針及び処分方法、施策 

   中間処理と同じく、さくら環境センター内にある「さくら埋立処分場」にて最終処分（埋立処

分）を行っています。 

   令和 7年 4月より本格稼働が始まったため、現在は埋立容量に余裕がある状況ですが、 

田川地区から排出されるごみが一ヶ所で処分されることになり、今後は早期に容量に余裕が 

なくなることも予想されるため、ごみ排出量の減少や資源循環をより活発化させ、最終処分 

量を減少させる取り組みを進めていく必要があります。 
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7．ごみ処理施設の整備に関する事項 

(1)新施設の整備及び既存施設の解体 

これまでに示した通り、町がごみを処理する施設は令和 7年に田川地区8市町村により構成され

る田川地区広域環境衛生施設組合によって、大任町にさくら環境センターが整備され、同年４月に本

格稼働が開始されました。 

このことを受け、それまで本町のごみ処理を行っていた田川郡東部環境衛生施設組合じん芥処理

センター及び関連施設(添田町)は令和７年３月に閉鎖され、今後施設解体等の完全閉鎖に向けた取

り組みが行われることになります。 

  これについては、田川郡東部環境衛生施設組合及び構成自治体による協議等を経て、法令等に

基づき、適切に施設の完全閉鎖が実施できるように取り組みます。 

８．その他ごみの処理に関し必要な事項 

（1）不法投棄、違法焼却等の防止に対する施策 

    ごみの不法投棄や違法焼却等の不適正処理を防止するため、環境指導員による不法投棄 

巡回パトロールの継続や監視カメラ、啓発看板(図-28)の設置を地元住民等の関係者と協力し 

て行います。 

また、不法投棄等に対する町の姿勢を示すため、必要に応じ警察等の関係機関と連携して監 

視体制や取り締まり、対応の強化を図ります。 

図-２8 啓発看板（例・不法投棄監視中） 
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（2）災害廃棄物処理対策 

地震や風水害等が起こった際に発生する災害廃棄物に関しては、現在策定されている「香春 

町地域防災計画」や今後策定を予定している「香春町災害廃棄物処理計画」に基づいた対応を 

行うことが基本となります。 

このため、今後収集・運搬や仮置き場の受入体制等の検討、構築を行うとともに、災害発生時 

に町だけでは対応が困難な場合は、福岡県や田川地区広域環境衛生施設組合等への応援依頼 

に加え、下記の表-３０に示すとおり、これまで町が締結した災害廃棄物に関する協定に基づき、 

各企業や関係団体に応援を依頼します。 

 

表-３０ 町が締結している災害廃棄物処理に関する協定一覧 

協定名 協定先 協定内容 

災害廃棄物等の処理に関する 

協定 

公益社団法人 

福岡県産業資源循環協会 

災害廃棄物の撤去 

災害廃棄物の収集・運搬 

災害廃棄物の仮置き場の管理運営 

災害廃棄物の処分 

ぞの他必要な事項 

災害時における町合併処理 

浄化槽の点検・復旧等に関する 

協定 

松村産業株式会社 

汚泥収集・運搬業務 

浄化槽の緊急点検及び住民相談等

への対応 

浄化槽の応急復旧 

その他協力可能な業務（個人設置及

び個人管理を行っている各種浄化

槽、汲み取り式便槽の応急復旧等に

関する相談を含む） 

参考：香春町 

（3）処理困難物(処理できないごみ)に関する対応 

 多くの処理困難物に対する対応が必要な中で、図-29 のとおり携帯用バッテリー等で使用されて

いるリチウムイオン電池等（小型充電式電池）は、近年ごみ収集時に爆発事故が多く発生し、施設や

ごみ収集車の破損等によりごみ処理ができない状況になり、その処理に大きな影響が生じた自治体

等が存在します。 

 小型充電式電池については、図-30 のリサイクルマークがある物であれば、一部の物を除いて引

き取りを行っている家電量販店もありますが、それ以外の電池は回収できる場所がないことや住民

の認識不足のため、不燃ごみとして排出され、関係市町村やさくら環境センターでも大きな問題とな

っています。 

  このため、町では図-31 のとおり、令和７年５月より香春町役場本庁舎内１階に「小型充電式電池

回収ボックス」を設置し、拠点回収を開始しました。 
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 また、継続して民間事業者と提携し、パソコン及び周辺機器の回収についても案内をできる体制を

整えるなど、リサイクルの推進に努めています。 

  これに限らず、産業廃棄物にあたるごみの処分については、県内の関係機関の連絡先をお伝えす

る対応を行っています。 

今後も適正な処分を促すための啓発等、必要な対応を行っていきます。 

 

図‐２9 小型充電式電池が内蔵されている家庭用機器の例 

 

 

図‐30 リサイクルマーク 
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図-31 役場内小型充電式電池回収ボックス 

 

 

（4）プラスチックごみ拠点回収場所の整備に関する検討 

多くの製品で使用されているプラスチックを回収するため、町民が直接持ち込むことができる 

拠点の整備を今後検討します。 

 

（５）ごみ減量化に関する推進体制 

町では、現在「香春町環境審議会」を設置しており、町民や有識者等の意見を取り入れながら 

各種環境施策への反映を行っています。 

今後も各関係者及び団体との連携を図る体制を整え、実効ある施策の創設と実施に向けた努

力を行います。 

 

（6）廃棄物再生事業者の協力 

町から排出されるごみの減量や再資源化をより推進するため、破棄物再生事業者の協力が不

可欠になることから、主に県下において廃棄物再生事業社として登録されている企業の情報や資

源化が可能な物について調査するとともに、関係市町村とも情報を共有します。 
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